
認定件数 1

直売所名称

直売所開設者

直売所開設地

北区農政協議会への
意見照会及び回答

認定日 平成29年9月13日

平成29年度 市街化調整区域における新潟市農畜産物直売所設置について

髙儀農場直売所（メルカ－ト）

有限会社　高儀農場

新潟市北区新崎字築上山2777番1，2777番3

　申請者である有限会社高儀農場は，平成25年1月31日に農業経営改
善計画を認定された認定農業者であり，地域の担い手である。
新たな直売所の設置により，収益を高めるとともにトマトをはじめとした農
産物の生産量増，品質向上に引く続き努め，農業経営改善計画の目標
達成に向けて取り組んでほしい。
　よって，当該申請に対し，特段の意見はありません。
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【直売所概要】

直売所開設者 有限会社高儀農場　代表取締役　髙橋　治儀

直売所開設地 新潟市北区新崎字築上山2777番1，2777番3 

項目 要件 適否 申請内容

・農業者　要綱第２条第２項に該当するかの確認（農家基本台帳の確認）

・農業者が組織する任意団体　　　　　　　　〃

・農業法人

・農業協同組合

・農産物又は，農畜産物加工品のみ。 ○ 要件どおり

・開設者自らの生産する農畜産物及びその農畜産物を原材料として製造
（加工）したものの割合が量的又は金額的に５割以上

○
販売量81.0％
販売金額81.2％

・地場の農畜産物(市内)が量的又は金額的に８割以上
（残り２割は，農産物，農畜産物加工品であれば特に規定しない）

○ 要件どおり

開発（敷地）面積 概ね1,000㎡未満（駐車場含む） ○
直売所部分
840.03㎡

(1)延べ床面積は，200㎡以下（自転車置き場等の面積は含まない）とする
こと。

○
直売所部分
114.57㎡

(2)自己の業務の用に供する建築物であること。 ○ 要件どおり

(3)平屋建てであること。 ○ 要件どおり

(4)販売のための店舗及び管理施設（事務室，休憩室及び倉庫等）であ
り，同一棟（自転車置き場等は除く）であること。

○ 要件どおり

(5)周辺地域の景観と調和すること。 ○ 関係課と調整済み

(1)農用地区域内の設置においては，「農用地区域からの除外の要件」を
満たすこと。（農振法に係る協議をすること）

○

農振法用途変更手
続き済み
（12条公告：平成29
年9月13日）

(2)隣地の地権者，開設地が属する自治会，農家組合，農業協同組合，土
地改良区，農業委員会等から同意が得られること。

○ 要件どおり

(3)敷地内に自動販売機は設置しないこと。 ○ 要件どおり

(4)駐車場は，施設に見合った有効な台数を確保すること。 ○ １０台

要件どおり

販売物要件

建築物

○

○

農業者，農業法人，農業者で組織する任意団体及び市内の農業協同組合
が，自ら生産する農畜産物及びその農畜産物を原材料として製造（加工）
したものを販売する施設をいう。

直売所定義

開設主体
農地所有適格法人
（農業法人）

その他

自家農産物（ﾄﾏﾄ等）
及びその加工品を主
に販売。一部食肉を
仕入れ自社でハム・
ソーセージ・ベーコン
に加工したものを販
売。

○
建物の敷地は，6.0ｍ以上の道路(車両通行上支障のある部分は含まない)に
6.0ｍ以上接すること，かつ最寄りの道路の交差点まで6.0ｍ以上の道路幅
員があること。

道路の幅員
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構成員数 ５人

10台

％
販売金額
（円）

％

10.1% 3,000,000 12.2%

年 15.2% 7,200,000 29.3%

間 25.3% 2,250,000 9.2%

販 15.2% 3,000,000 12.2%

売 10.1% 2,000,000 8.1%

計 15.2% 4,500,000 18.3%

画 8.9% 2,625,000 10.7%

100% 24,575,000 100%

81.0%   81.2%

840.03　㎡
述べ床面
積

114.57　㎡

開設予定年月日

2,000

販売品目 仕入先 販売時期 販売量（㎏）

ト　マ　ト

開設者自らの生産する農畜産物等の販売の割合及び開設者自ら
の生産 する農畜産物等を原材料として製造（加工）  したものの

割合（％）

通　年

〃

〃

〃

開設主体 農　　業　法　人

駐車可能台数

直売所開設地
新潟市北区新崎字築上山2777番1の内625.28㎡
新潟市北区新崎字築上山2777番3の内214.75㎡

工  期

着工予定年月日 平成２９年１２月  １日

総事業費 70，000千円

別紙様式１   ２

農畜産物直売所開設計画書

直売所開設
者

有限会社　髙儀農場 直売所名称
髙儀農場　直売所
（メルカ－ト）

※「開設主体」欄は「農業者」， 「農業法人」， 「農業者が組織する任意団体」， 「農業協同組合」のいずれかを記

入。※述べ床面積には自転車置き場等の面積は含まない。

イ　チ　ゴ

米

開設地決定理由

　平成28年5月に農業特区で開業した農家レストランに毎日約200名のお客様が来店頂いてい
ます。そのお客様に当社製の農産物と農産物加工品をお土産に買って頂き、更に売り上げを
伸ばしたい。
あわせて濁川産の農産物の価値向上と近隣農家の売り上げ増に貢献したい。

竣工予定年月日 ３０　年 ２月   ２５  日

３０　年 ３　月   １  日

開設（敷地）面積 ※
駐車場含む

近　隣　農　家

一　般　野　菜

〃

野　菜　加　工

食　肉　加　工

近　隣　農　家

自　社　製

自　社　製

２～6月

通　年

〃

〃

〃

19,750合　　　　　計

〃

3,000

5,000

3,000

2,000

3,000

1,750
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認定件数 1

直売所名称

直売所開設者

直売所開設地

江南区農政協議会への
意見照会及び回答

認定日 平成30年1月31日

平成29年度 市街化調整区域における新潟市農畜産物直売所設置について

木津ハウス組合

木津ハウス組合

新潟市江南区横越字上郷2067-1　ほか

平成30年1月31日
特になし
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【直売所概要】

直売所開設者 木津ハウス組合　組合長　坪谷　利之

直売所開設地 新潟市江南区横越字上郷２０６７－１　ほか

項目 要件 適否 申請内容

・農業者　要綱第２条第２項に該当するかの確認（農家基本台帳の確認）

・農業者が組織する任意団体　　　　　　　　〃

・農業法人

・農業協同組合

・農産物又は，農畜産物加工品のみ。 ○ 要件どおり

・開設者自らの生産する農畜産物及びその農畜産物を原材料として製造
（加工）したものの割合が量的又は金額的に５割以上

○ 100%

・地場の農畜産物(市内)が量的又は金額的に８割以上
（残り２割は，農産物，農畜産物加工品であれば特に規定しない）

○ 100%

開発（敷地）面積 概ね1,000㎡未満（駐車場含む） ○ 655㎡

(1)延べ床面積は，200㎡以下（自転車置き場等の面積は含まない）とする
こと。

○ 延床面積72㎡

(2)自己の業務の用に供する建築物であること。 ○
覚書により使用貸
借予定

(3)平屋建てであること。 ○ 要件どおり

(4)販売のための店舗及び管理施設（事務室，休憩室及び倉庫等）であ
り，同一棟（自転車置き場等は除く）であること。

○ 要件どおり

(5)周辺地域の景観と調和すること。 ○
看板設置について
は，建設課と調整
するとのこと

(1)農用地区域内の設置においては，「農用地区域からの除外の要件」を
満たすこと。（農振法に係る協議をすること）

○ 要件どおり(農振除外済)

(2)隣地の地権者，開設地が属する自治会，農家組合，農業協同組合，土
地改良区，農業委員会等から同意が得られること。

○ 要件どおり

(3)敷地内に自動販売機は設置しないこと。 ○ 要件どおり

(4)駐車場は，施設に見合った有効な台数を確保すること。 ○
駐車場敷地面積130㎡
10台分確保

直売所定義

開設主体

・農業者が組織す
る任意団体
農業経営状況証明
書で確認

その他

・100％自家農産
物・　加工品を販売

○
建物の敷地は，6.0ｍ以上の道路(車両通行上支障のある部分は含まない)に
6.0ｍ以上接すること，かつ最寄りの道路の交差点まで6.0ｍ以上の道路幅
員があること。

道路の幅員 要件どおり

販売物要件

建築物

○

○

農業者，農業法人，農業者で組織する任意団体及び市内の農業協同組合
が，自ら生産する農畜産物及びその農畜産物を原材料として製造（加工）
したものを販売する施設をいう。
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認定件数 1

直売所名称

直売所開設者

直売所開設地

西区農政協議会への
意見照会及び回答

認定日 平成29年4月26日

平成29年度 市街化調整区域における新潟市農畜産物直売所設置について

えだまめや

（株）黒鳥枝豆研究所　代表取締役　鷲尾　桂司

新潟市西区黒鳥７３７

平成２９年４月26日

異議なし
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【直売所概要】

直売所開設者 （株）黒鳥枝豆研究所　代表取締役　鷲尾　桂司

直売所開設地 新潟市西区黒鳥７３７

項目 要件 適否 申請内容

・農業者　要綱第２条第２項に該当するかの確認（農家基本台帳の確認）

・農業者が組織する任意団体　　　　　　　　〃

・農業法人

・農業協同組合

・農産物又は，農畜産物加工品のみ。 ○ 要件通り

・開設者自らの生産する農畜産物及びその農畜産物を原材料として製造
（加工）したものの割合が量的又は金額的に５割以上

○ 要件通り

・地場の農畜産物(市内)が量的又は金額的に８割以上
（残り２割は，農産物，農畜産物加工品であれば特に規定しない）

○ 要件通り

開発（敷地）面積 概ね1,000㎡未満（駐車場含む） ○ 359.36㎡

(1)延べ床面積は，200㎡以下（自転車置き場等の面積は含まない）とする
こと。

○ 132.57㎡

(2)自己の業務の用に供する建築物であること。 ○ 要件通り

(3)平屋建てであること。 ○ 要件通り

(4)販売のための店舗及び管理施設（事務室，休憩室及び倉庫等）であ
り，同一棟（自転車置き場等は除く）であること。

○ 要件通り

(5)周辺地域の景観と調和すること。 ○ 要件通り

(1)農用地区域内の設置においては，「農用地区域からの除外の要件」を
満たすこと。（農振法に係る協議をすること）

○ 要件通り

(2)隣地の地権者，開設地が属する自治会，農家組合，農業協同組合，土
地改良区，農業委員会等から同意が得られること。

○ 要件通り

(3)敷地内に自動販売機は設置しないこと。 ○ 要件通り

(4)駐車場は，施設に見合った有効な台数を確保すること。 ○ 5台

要件通り

販売物要件

建築物

○

○

農業者，農業法人，農業者で組織する任意団体及び市内の農業協同組合
が，自ら生産する農畜産物及びその農畜産物を原材料として製造（加工）
したものを販売する施設をいう。

直売所定義

開設主体 農業法人

その他

要件通り

○
建物の敷地は，6.0ｍ以上の道路(車両通行上支障のある部分は含まない)に
6.0ｍ以上接すること，かつ最寄りの道路の交差点まで6.0ｍ以上の道路幅
員があること。

道路の幅員
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「えだまめや」所在地 （新潟市西区黒鳥７３７）

直売所 位置
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店舗内レイアウト

5.46ｍ

出入口

4.695ｍ

レジ 

陳列台 

陳列台 

冷蔵 

ショーケース 

陳

列

台 
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【外観写真】

20


